
議案第 ２８ 号 

 

富田林市教育委員会規則第    号 

 

 

富田林市奨学金条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 富田林市奨学金条例施行規則（昭和４３年富田林市教育委員会規則第７号）の一

部を次のように改正する。 

 

様式第１号を次のように改める。 

○印削除 （２ケ所） 。 

 （別紙「様式第１号」参照） 

 

 

様式第２号を次のように改める。 

推薦調書作成者氏名及び○印削除。 

自由記入欄をチェック式に改める。 

 （別紙「様式第２号」参照） 

 

 

附  則 

この規則は、公布の日から施行する。 



富田林市奨学金条例施行規則（昭和４３年富田林市教育委員会規則第７号）新旧対照表

現行 改正後（案）



富田林市奨学金条例施行規則（昭和４３年富田林市教育委員会規則第７号）新旧対照表

現行 改正後（案）


	4_1（議案28号）富田林市奨学金条例施行規則
	4_2（議案28号）富田林市奨学金条例施行規則（新旧対照表）

